
参考様式例第４

　　令和５年度　十和田市労働条件（環境）評価シート（市⇒指定管理者）
➤

ちとせ小学校仲よし会 Ａ 適当である（法令に違反する項目がない）

社会福祉法人　三徳会 Ｂ 改善点がある（労使協定に違反する項目がある）

こども支援課 Ｃ 早急に改善すべき点がある（法令違反する項目がある）

椛木　信人 ➤ 実地調査による聞き取り・書類確認により評価を行うこと

項目分類 備考 確認した書類

⑴ Ａ Ｂ Ｃ 就業規則

⑵ Ａ Ｂ Ｃ
就業規則、就業規
則（変更）届

⑴ Ａ Ｂ Ｃ
労働条件通知書、
労働契約書、就業
規則等

⑵ Ａ Ｂ Ｃ 労働条件通知書等

⑶ Ａ Ｂ Ｃ 労働条件通知書等

⑴ Ａ Ｂ Ｃ
労使協定、出勤簿
等

⑵ Ａ Ｂ Ｃ 就業規則

⑶ Ａ Ｂ Ｃ 就業規則

４
賃
金

⑴ Ａ Ｂ Ｃ

⑴ Ａ Ｂ Ｃ 労働者名簿

⑵ Ａ Ｂ Ｃ 賃金台帳

⑴ Ａ Ｂ Ｃ

⑵ Ａ Ｂ Ｃ

⑶ Ａ Ｂ Ｃ

⑴ Ａ Ｂ Ｃ

⑵ Ａ Ｂ Ｃ

⑶ Ａ Ｂ Ｃ

【　講　評　】　※評価の結果について、総合的な評価内容を文章により記入する。

評価項目 評価

評価の目安

施 設 名

指定管理者名

施設所管課名

担 当 者 名

５
法
定
帳
簿

施設ごとに、各労働者について労働者名簿が作成さ
れ、かつ、記載すべき事項に漏れがないか。

施設ごとに、各労働者について賃金台帳が作成され、
かつ、記載すべき事項に漏れがないか。

１
就
業
規
則

正規従業員及び非正規従業員のそれぞれに適用する就
業規則を作成し、適切な方法で従業員に周知している
か。

常時雇用する従業員が10人以上いる場合、作成又は変
更した就業規則を労働基準監督書に届け出ているか。

２
労
働
条
件
の
明
示

労働者を雇い入れる際、労働条件について、労働条件
通知書、労働契約書、就業規則等を書面により明示
（交付）しているか。

短時間労働者を雇い入れる際、昇給の有無、退職手当
の有無、賞与の有無について、書面の交付により当該
短時間労働者に明示しているか。

期間の定めのある労働契約の労働者には、労働契約の
期間、契約更新の有無、契約更新がある場合等の判断
基準を明示しているか。

３
労
働
時
間

時間外労働及び休日労働は、業務命令として指示した
上で、労働時間を適正に把握しているか。

労働時間が６時間を超える場合は、少なくとも45分、
８時間を超える場合は、少なくとも１時間の休憩時間
を与えているか。

短時間労働者を含む全ての労働者に労働基準法に定め
る年次有給休暇を与えているか。

賃金が、最低賃金法に基づく青森県の最低賃金を上
回っているか。また、支払状況に遅延がないか。

　適正に事業を実施している。

６
労
働
安
全
衛
生

雇入れ時及び作業内容変更時に、労働者に安全衛生教
育を行っているか。

雇入れ時及び定期（１年以内ごとに１回）に、常時使
用する労働者に対し、健康診断を行っているか。

健康診断の結果について、健康診断個人票を作成し、
５年間保存しているのか。

７
各
種
保
険

労災保険へ加入しているか。

雇用保険の加入義務がある労働者（短時間労働者を含
む）について、適切に加入手続きを行っているか。

健康保険、厚生年金保険の加入義務がある労働者につ
いて、適切に加入手続を行っているか。


